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〇可児市における重層的支援体制整備事業の基本的な流れ（全体図） 

 

 

 

 

地域や社会へ参加 

包括的相談支援事業 

【介護】     地域包括支援センター（６カ所） 
 

【障がい者】 障がい者基幹相談支援センター、ハーモニー、可茂学園、 

ひまわりの丘、美谷の里、ひびき、かざぐるま、すいせい 
 

【子ども】   市民支援室、こども家庭センター、母子保健推進員 
 

【生活困窮】 生活サポートセンター 
 

【全て】     社会福祉協議会（心配ごと相談） 

 

・自治会 

・民生委員児童委員 

・地域福祉協力者 

・地域福祉協力事業所 

・その他（NPO団体、ボラ

ンティア団体、老人クラブ、

地域活動団体等） 

地域づくり事業 

 

【介護】 

・介護基礎講座、高齢者サロン等 

 

【障がい者】 

・希来里、ひびき、かざぐるま、すいせい、ヤマト 
 

【子ども】 

・絆る～む 

・可児さくら保育園内 

・ひろみ保育園にこにこ別棟 LuLu 内 

・認定こども園ひろみ保育園すくすく内 

・認定こども園すみれ楽園内 

・認定こども園はぐみの森保育園内 

・桜ケ丘児童センター 

・帷子児童センター 

・兼山児童館 
 

【生活困窮】 

・社会福祉協議会 

 

重層的支援会議 支援会議 

高齢福祉課、福祉支援課、子育て支援課、 

健康増進課、教育研究所、社会福祉協議会、 

地域包括支援センター、その他関係部署など 

・8050世帯（ひきこもり） 

・未受診の発達障がい者 

・障がいに向き合えない人  

・複雑・複合化した課題を抱える家庭

など 

潜在的な相談者 

地域見守り活動 
潜在的な

相談者の

発見 

潜在的な相談者の発見 

アウトリーチ等を通じた継続的支援事業 

制度の狭間の事例 

複雑化・複合化した困難事例など 

参加支援事業 

・自治会、NPO団体、ボランティア

団体、老人クラブ、地域活動団体等

が活動する場 

・商業、農業等の活動する場 

・就労、医療等 

潜在的な

相談者の

発見 

ニーズ情

報の提供 

可児あんしんづくりサポート委員会 

生活支援コーディネーター（第一層１名、第二層５名）（※） 

・交流できる場や居場所の確保、創出 

・ニーズに対応した地域づくり 

・地域支え合いの体制づくり など 

（※）第一層は市全体の課題に取り組み、第二層は地域の課題に取り組

みます。 

本人同意なし 本人同意あり 

多機関協働事業 

・高齢者孤立防止事業 

・こんにちは赤ちゃん事業 

伴走的な支援 

・マッチング 

・地域資源の拡充・開発 

役割分担後のつなぎ戻し 各分野の対象者となった場合のつなぎ戻し 


